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県
が
財
政
運
営
に
加
わ
り
、
小
規

模
保
険
者
の
財
政
運
営
リス
ク
を
緩

和
（
医
療
費
の
変
動
リ
ス
ク
は
一

部
残
った
ま
ま
）

平
成
3
0
年
度

最
終
的
に
目
指
す
姿
（
R
1
5
目
標
）

医
療
の
給
付
水
準
は
同
じ
。
負
担

（
＝
保
険
税
率
）
も
同
じ
水
準
に

す
る
必
要

平
成
2
9
年
度
ま
で

高
齢
化
に
よ
る
医
療
費
増
、
所
得
水
準
の

低
さ
等
に
よ
り
、
特
に
小
規
模
保
険
者
の

財
政
リス
ク
大

国
保
財
政
の

安
定
化

被
保
険
者
間
の

公
平
性
確
保

市
町
村
国
保
の

財
政
リ
ス
ク
顕
在
化

（
そ

の
他

資
料
①
-
2
）
保
険
税
率
（
保
険
税
水
準
）
の
統
一
に
向
け
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

全
国
共
通

令
和
6
年
度

納
付
金
レ
ベ
ル
で
統
一
（
納
付
金
の
医

療
費
の
多
寡
調
整
を
廃
止
）
し
、
医
療

費
水
準
の
変
動
リス
ク
を
県
全
体
で
平
準

化
＝
高
医
療
費
市
町
村
の
リ
ス
ク
解
消

国
保
財
政
の

更
な
る
安
定
化

各
都
道
府
県
で
進
捗
が
異
な
る
。
（
R5
時
点
で
納
付
金
レ
ベ
ル
で
統
一
し
た
の
は
6府
県
）

H
3
0
～
R
5

R
6
～
R
8

R
9
～

R
1
5
目
標

国 保 財 政 の

都 道 府 県 化

•
医
療
費
水
準
の
反
映
度
合
い
を
段
階

的
に
１
→
０
に
移
行
（
R
6に
０
）

•
こ
れ
に
伴
い
、
負
担
増
とな
る
市
町
村
に

対
し
、
医
療
費
適
正
化
イ
ン
セ
ン
テ
ィブ

(県
費
)を
交
付

市 町 村 事 務 ・

取 組 の 標 準 化

医
療
費
の
多
寡
を
反
映
し
た
納
付
金
算
定

【第
１
段
階
】納
付
金
レ
ベ
ル
の
水
準
統
一

【第
２
段
階
】準
統
一

【最
終
到
達
点
】完
全
統
一

取
組
基
準
を
設
け
、
県
全
体
の
取
組
を
標
準
化

市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
、
収
納
率
向
上
や
医

療
費
適
正
化
の
取
組
、
保
健
事
業
を
実
施

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
標
準
化

県
全
体
の
国
保
保
健
事
業
を
よ
りよ
い
も
の
に
す
る
た
め
、
市
町
村
が
策
定
す
る
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
の
評
価
指
標
を
標
準
化

医
療
費
水
準
の
多
寡
を
反
映
し
な
い
納
付
金
算
定

公
費
・経
費
の
県
単
位
化
(激
変
緩
和
あ
り)

公
費
・経
費
の
県
単
位
化
（
激
変
緩
和
な
し
）

収
納
率
の
納
付
金
反
映
の
仕
組
み
の
導
入

県 内 統 一 税 率

基
準
達
成
状
況
・収
納
率

格
差
の
改
善
状
況
等
も
踏

ま
え
、
収
納
率
の
納
付
金

反
映
の
開
始
を
再
協
議

収
納
率
向
上
取
組
推
進
期
間

出
産
育
児
一
時
金
・葬
祭
費
の
統
一

保
険
税
算
定
方
式
を
３
方
式
に
統
一

［
群
馬
県
国
保
援
護
課
提
供
資
料
（
一
部
加
工
）

］
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［R5.12.22 厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡より抜粋（一部加工）］ 

（その他資料②）マイナンバーカードと保険証の一体化について 

 

最初に、マイナンバーカードの保険証利用（健康保険証利用登録がされたマイナンバー

カードをいう。以下「マイナ保険証」という。）は、令和３年１０月２０日から本格稼働し

たオンライン資格確認システムの導入に向け整備されました。 

マイナ保険証を使うメリットは、 

①自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより 

 多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な 

処方を受けることができる。 

②医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、患者さんが一時的に限度額を超え 

る自己負担をしたり、市役所等で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要が 

なくなる。 

③マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出 

 する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができる。 

などです。 

 

マイナンバーカードと保険証の一体化（健康保険証の廃止）については、令和５年６月

９日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律」が公布され、令和５年１２月２２日の閣議決定において、施行期日が

令和６年１２月２日と決定されました。 

主な改正内容は以下のとおりです。 

 

「資格確認書」の仕組みを整備 

マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に

ついては、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載された資格確認

書により被保険者資格を確認する。 

○サイズはカード型、はがき型（高齢受給者証と同様のサイズ）、Ａ４型の３種類から各保

険者が選択することとし、材質は、紙又はプラスチックとする。 

○顔写真は付けないものとする。 

○有効期間は、５年以内で各保険者が設定する。 

○資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付することとし、その申

請については被保険者から保険者に申請書を提出する。 

※当分の間、マイナ保険証を保有していない者等については、本人の申請によらず保険

者が職権にて交付する運用とする。 

 

「資格情報のお知らせ」の仕組みを整備 

マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、氏名・生年月

日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載された資格情報のお知らせを交付する。 

○新規資格取得時や負担割合の変更時（70 歳以上の被保険者のみ）等に交付。 

○サイズはＡ４型とする。 

○交付対象者は、マイナ保険証を保有している者とし、資格確認書が交付された者は除く。 
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発行済みの健康保険証の取扱いについて 

改正法の施行時点で有効な被保険者証は、その時点から最長１年間（有効期限が施行日

から１年後より前に失効する場合にはその有効期限まで）使用することができることとす

る経過措置を設ける。 

※有効期限等の取扱いについては、群馬県が中心となり県内市町村で調整中です。 

 

特別療養費の支給に変更する旨の事前通知の仕組みを整備 

○健康保険証の廃止に伴い、短期被保険者証の仕組みは廃止。 

○長期にわたる保険料滞納者に対する保険料の納付を促す取り組みとして、被保険者資格

証明書の交付に代えて、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う規定を整備。 

※現行の被保険者資格証明書と同様、機械的な運用を行うことなく、保険料の納付に資す

る取組や特別の事情の有無の把握等を適切に行った上で通知することとしている。 
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